
議案第   号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年  月   日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１５１号の次に次の２号を加える。 

(151)の２ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第 

５７号）第１５条第２項の規定に基づく輸出証明書（農林水産物及び食品

の輸出の促進に関する法律施行規則（令和２年財務省・厚生労働省・農林

水産省令第１号）第４条第１号に規定する衛生証明書に限る。）の発行の

申請に対する審査              １件につき ８７０円 

(151)の３ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第１７条第２項の 

規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査 

  ア 現地調査を要する場合       １件につき ２０，９００円 

イ ア以外の場合           １件につき １０，４００円  

第２条第１７４号中「第１４条第９項」を「第１４条第１３項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 

議案第１０７号

令和２年 ９ 月 １ 日提出

    　川崎市長  福　田　紀　彦



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に伴い、輸出証明書の

発行の申請に係る手数料及び適合施設の認定の申請に係る手数料を新設するた

め、この条例を制定するものである。 




